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川 越 市 民 憲 章 

（昭和５７年１２月１日制定） 

 
 先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺産をもつ川越。わたくし

たちは、このまちに生きることに誇りをもって、さらに住みよい魅力あふれる

まちづくりをすすめていくことを誓い、ここに市民憲章を定めます。 

 

１ 郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りたかいまちにします。 

 

１ 自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいのあるまちにします。 

 

１ きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにします。 

 

１ 働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわせなまちにします。 

 

１ 教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみちたまちにします。 

 

 

 

■市紋章 

（明治４５年制定） 

 ■市の木 かし 

（昭和５７年制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■市の花 山吹 

（昭和５７年制定） 

 ■市の鳥 雁 

（平成４年制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

「全てのこども・若者が自分らしく輝き健やかに成長し、 

     地域全体で子育てできるまち川越」の実現に向けて 

 

我が国の年間の出生数は、平成２８年に初めて１００万人を割り込

んだ以降も減少を続け、令和５年には７２万７２７７人となり、統計を

開始して以来、最低数を更新しています。 

また、子育て世帯の核家族化、地域のつながりの希薄化、共働き家

庭の増加など、こども・若者・子育て世帯を取り巻く環境は大きく変

化しており、こどもや若者が自分の居場所を持つことが難しくなって

いるとともに、ヤングケアラーの顕在化、不登校の児童・生徒の増加

等の社会課題も複雑化しています。 

このような社会背景のもと、本市におきましても、全国と同様に出生数が減少傾向にあり、少

子高齢化が進行しています。このことを踏まえ、本市では、こども・若者・子育て世帯を取り巻く

環境の変化や社会課題等について把握するため、こども・若者・子育て当事者向けに意識と生活

に関する調査を実施したほか、「こどもまんなか社会」の実現を目指すための取組の一環として、

こどもや若者に加え、障害のあるこども、医療的ケアの必要なこどもの保護者への意見聴取を

積極的に実施しました。 

この調査結果を踏まえ、前計画である「第２期川越市子ども・子育て支援事業計画」の中で集

中的に取り組んできた幼児期の教育・保育の充実や待機児童の解消等を引き続き実施するとと

もに、「若者」への支援を視野に加えるなど、「こどもまんなか社会」の実現に向けた必要なブラッ

シュアップを行い、「川越市こども計画」を策定しました。 

本計画では、「誰一人取り残さず、全てのこども・若者の権利を保障し、一人ひとりの最善の利

益を第一に考える。そして、子育て当事者のほか、地域全体が一丸となって子育てを後押しして

いく。」という本市の強い想いを込めて、『全てのこども・若者が自分らしく輝き健やかに成長し、

地域全体で子育てできるまち川越』を基本理念として掲げています。 

歴史と文化に育まれた川越で、全てのこども・若者が夢や希望をもって成長することができ、

また、子育て当事者が孤立感や不安感を感じることなく、地域全体で子育てを支えることができ

るまちとなるよう、本計画を着実に推進してまいりますので、引き続き、皆様の御支援、御協力

をお願いします。 

結びに、本計画の策定にあたり、川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の皆様に御尽力

いただきましたこと、また多くの市民の皆様、関係機関、事業所等の方々から、貴重な御意見、御

提言をいただきましたことに心より御礼申し上げます。 

 

令和７年３月  
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